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７ 生活文化局 公益法人制度改革への対応 

事
業
概
要 

                                            

平成 20 年 12 月１日から新公益法人制度が施行され、明治 29 年の民法制定とともに始まった公益

法人制度が抜本的に改革された。 

 従来の社団法人・財団法人（特例民法法人）は、本年 11 月末までに、公益社団法人・公益財団法

人又は一般社団法人・一般財団法人のいずれかを選択して移行申請を行う必要があり、申請を行わ

なかった場合には解散となる。 

 都では、この公益法人制度改革に伴い、平成 20 年 12 月から公益認定及び移行認定・認可を行っ

ている。 

 なお、移行に当たって認定・認可の基準を満たしているかどうかの判断は、民間有識者で構成さ

れる東京都公益認定等審議会が行う。 

 

こ
れ
ま
で
の
経
過 

 

平成 20 年１月  東京都公益認定等審議会 発足 

 平成 20 年 12 月 公益法人制度改革関連３法 施行 

         ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 

         ・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 

         ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 

 

 東京都公益認定等審議会は、民間有識者からなる委員６名で構成され、概ね月に１回開催して 

いる。平成 23 年度からは、審議会をより効率的に運営するため、公認会計士２名による会計部会 

を概ね月に１回開催している。 

また、特例民法法人（社団法人・財団法人）に対して、新制度の概要や移行申請書の作成に関 

する説明会の開催や個別相談会等を実施するとともに、休眠法人等に解散指導を行ってきた。 

 

 〔参考〕新制度施行時（H20.12.１）の都所管法人数  838 法人 

 

現
在
の
進
行
状
況 

 

 ○平成 24 年度の説明会開催実績    計５回 

 ○平成 24 年度の個別相談会開催実績  計 11 回 

  

○平成 25 年３月末までの申請状況（累計） 

  ・公益社団・財団法人への移行認定   申請 403 件 処分 400 件 

  ・一般社団・財団法人への移行認可   申請 374 件  処分 364 件 

  ・一般社団・財団法人からの公益認定  申請 12 件   処分 ６件 

今
後
の
見
通
し 

 

 今後とも、東京都公益認定等審議会を着実に運営し、公益法人制度改革を推進していくとともに、

移行申請期限が本年 11 月末であるため、移行申請が適正に行われるように特例民法法人に対する説

明会や個別相談会等を継続して実施する。 

 また、移行後法人に対して認定・認可等の充足状況を、毎年、事業報告及び計算書類で確認し、

適切な法人運営がなされるよう、指導監督していく。 

 

問い合せ先 生活文化局 都民生活部 管理法人課 電話 03-5320-6727 
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